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別表十六(七)
｢８｣欄に記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用している場合

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢令和２年旧措置法第68条の102の２第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢10274｣

③　｢適用額｣欄：｢８｣欄の金額

(注)　 適用額は、中小連結親法人及びその各連結子法人を合計して年300万円が

 上限となります。
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